
大学における内部規則・運用見直しチェックリスト（学校教育法の改正関係）

チェックポイント 具体的な確認事項 確認にあたっての留意事項

① 教授会の必置
（第９３条第１項関係）

◆教授会が必置の機関とされているか。 ※第９３条第１項は、改正前に引き続き、教授会を必置とするものである。

② 学長の最終的な決定
権の担保

（第９２条第３項、第９
３条第２項、第３項関
係）

◆校務に関する最終的な決定権が学長にあることが担
保されているか。

※学長の最終的な決定権が担保されていることが必要。学長が判断の一部を教授会等に委
任することは、学長に最終的な決定権が担保されている限り、法律上禁止されるものではない
が、教授会の判断が直ちに大学の判断となり、学長が異なる判断を行う余地がないような形で
権限を委譲することは、法律の趣旨に反する。

◆国立大学や法人化された公立大学については、教育
公務員特例法に基づいて教授会に権限を認める規定
が、改正法の趣旨に反するような形で残っていないか。

※国立大学及び法人化された公立大学については、法人化以降は教育公務員特例法で定め
られた教員の選考等に関する規定は適用されないことを踏まえ、内部規則の適切な総点検・
見直しを行うことが求められること。

③ 重要事項に関する意
思決定手続
（第９３条第２項関係）

◆「学生の入学、卒業及び課程の修了」、「学位の授与」
「前項に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事
項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長
が定めるもの」について、学長が決定を行うに際して、教
授会が意見を述べることが、どのように担保されている
か。

※左記の事項については、今回の法改正によって、学長が決定を行うに際して、教授会が意
見を述べることとされたれたことから、相応の内規の整備が求められる。

◆「前項に掲げるもののほか、教育研究に関する重要
事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学
長が定めるもの」が、適切に定められているか。現時点
で定められていない場合には、どのような形で定める予
定か。

※学長による定め方は、学長裁定や学長決定など様々な方法が考えられる。

※学長が教授会の意見を聴くことが必要な事項を定める際には、教授会の意見を聴いて定め
ること。その際、教授会の意見を参酌するよう努めること。ただし、具体的にどのような事項に
ついて教授会の意見を聴くこととするかは、学長が、各大学の実状等を踏まえて判断すべきこ
と。

④ 教授会の審議機関と
しての性格

（第９３条第２項、第３
項関係）

◆教授会は審議機関であり、決定権を有する学長に対
して意見を述べる関係にあることが、どのように担保さ
れているか。

※「審議」とは、字義通り、論議・検討することを意味し、決定権を含意するものではない。

※規定上の個別の文言のみで判断すべきではなく、内部規則相互の上下関係・優先関係を確
認し、全体をわかりやすく体系化した上で、学長の校務に関する最終決定権が内部規則全体
の体系の中で担保されるようにすること。

※教授会が学長等に意見を述べる際には、教授会として何らかの決定を行うことが想定され
るが、教授会の決定が直ちに大学としての最終的な意思決定とされる内部規則が定められて
いる場合には、法律の趣旨からして適切ではなく、学長が最終決定を行うことが明らかとなる
ような見直しが必要である。

◆教授会における「議決」や「決定」が、大学としての最
終的な「議決」や「決定」とは異なるものであることを周知
するために、実効性のある方策が行われているか。

⑤ 教授会の審議事項

（第９３条第２項、第３
項関係）

◆法律上、教授会の審議事項が、「教育研究に関する
事項」であることを周知するために、実効性のある方策
が行われているか。

※法律上、教授会の審議事項は、「教育研究に関する事項」であることであり、これらの事項
の中には、経営に深く関わる事項が含まれる場合も考えられるが、教授会は、あくまでも教育
研究に関する専門的な観点から意見を述べること。

◆教員人事のうち、①「教員の教育研究業績の審査」に
ついては教授会などの教員組織において行われるべき
であるが、②「教員ポストの配置」については、学長又は
設置者が全学的な視点から判断すべきものであること
を周知するために、実効性のある方策が行われている
か。

※教員人事については、①教員の教育研究業績の審査（選考）と、②教員ポストの配置（配
置）、に分けて考えることが必要であり、前者（①）については教授会などの教員組織で審議さ
れるべきだが、後者（②）学長又は設置者が全学的な視点から決定すべきである。ただし、「教
員ポストの配置」について、学長又は設置者が、教授会の意見を聴くことを妨げるものではな
い。

※「内部規則（内規）」＝各大学において定められるルールの総称。学則、規則、規程、（学長・学部長）決定、など、大学によって様々な名称や体系性に基づく内規が設けられている。

資料１



大学における内部規則・運用見直しチェックリスト （国立大学法人法の改正関係）

チェックポイント 具体的な確認事項 確認にあたっての留意事項

① 学長選考の基準の
策定
（第１２条第７項）

◆学長選考の基準に、「学長に求められる資質・能力」、「学長選
考の手続・方法」に関する具体的な事項が盛り込まれているか。

※具体的な基準については、各大学の特性やミッションを見通した上で、主体的に判断
しつつ、各大学が学長選考を開始する時期までに策定する必要がある。なお、「学長に
求められる資質・能力」については、基準本体に根拠となる規定を設けた上で、基準本体
とは別の文書として作成することも妨げられない。

◆「学長に求められる資質・能力」については、各大学の特性や
ミッションを踏まえた上で、可能な限り具体的に示されているか。

※各大学の学長選考会議において、学長選考が開始される時期までに、十分な議論等
を行い設定される必要がある。

◆「学長選考の手続・方法」については、意向投票の取扱、学長
選考会議自らが主体的な選考に当たって必要な情報を得ること
ができるような具体的な方法が盛り込まれているか。

※学長選考会議による学長候補者の推薦への関与、学長候補者の所信表明の機会の
設定やヒアリングの実施、質問状の公開などが考えられる。

◆教職員による意向投票を行っている場合、当該投票の結果に、
過度に依存した選考方法となっていないか。

※意向投票を実施するか否か、仮に実施する場合にその結果をどのように取り扱うかに
ついては、学長選考会議の判断によるものであるが、学長選考会議が、学内だけでなく
社会の意見を学長選考に反映させる仕組みとして設けられた法律の趣旨に鑑みると、投
票結果をそのまま学長選考会議の選考結果に反映させるなど、過度に学内の意見に偏
るような選考方法は、学長選考会議の主体的な選考という観点から適切なものとは言え
ない。

② 学長選考の基準の
公表
（第１２条第８項）

◆学長選考会議によるこれらの事項の公表は、ホームページへ
の掲載その他の適切な方法において行われているか。

※学長の選考手続が、大学のミッションに照らして、適切に行われたかどうかを広く社会
に知らしめることにより、「社会からの信頼と支援の好循環」を確立することや、学長選考
会議自らがより適切に説明責任を果たすことが期待される。

③ 学長選考の結果そ
の他文部科学省令
で定める事項の公表
（第１２条第８項）

※文部科学省令で定める事項としては、①学長選考会議が、選考した学長を適切と判断
した理由、②学長選考会議において行われた選考の過程、について国立大学法人法施
行規則において規定する。

④ その他 ◆学長選考会議は、選考した学長の業務執行の状況について、
恒常的な確認を行うこととされているか。

※学長選考会議は、新たな学長を選考するだけではなく、その結果についても責任を負
うべきである、そのため、自らが選考した学長が期待した業績を挙げているかどうかにつ
いて、選考後においても、監事等とも連携しながら、定期的に確認を行っていくことが求
められる。確認を行う時期については、各大学の実情に応じて、学長選考会議において
適切に判断されるものである。なお、学長自身が学長選考会議の構成員となっている場
合は、その運用に特に留意が必要である。

◆学長の解任に係る申出に関する規則等について、整備されて
いるか。

※国立大学法人法第１７条及び第２６条に基づき、文部科学大臣が行う学長の解任は、
学長選考会議の申出により行うものとされている。

◆学外委員について、会議への出席の確保、積極的な情報提供
等に努め、議事に積極的に参加することができるような運営が確
保されているか。学長選考会議の構成員については、審査の公
正性等の観点にも配慮しつつ、多様なステークホルダーが参画
するものとなっているか。

※学長選考会議が主体的に選考を行うためにも、学外委員が十分な情報を有した上で
学長選考に携わることが必要である。


